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別表第六十三 証明規則第２条第１項第31号の２から第31号の４までに掲げる無線設備の試験方法 

 

一 一般事項 

１ 試験場所の環境 

⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合 

室内の温湿度は、ＪＩＳ Ｚ 8703による常温５～35℃の範囲、常湿45～85％（相対湿度）

の範囲内とする。 

⑵ その他の場合 

上記に加えて周波数の偏差については温湿度試験を行う。詳細は各試験項目を参照。 

 

２ 電源電圧 

⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合 

電源は、定格電圧を供給する。 

⑵ その他の場合 

電源は、定格電圧及び定格電圧±10％を供給する。ただし、外部電源から試験機器への入力

電圧が±10％変動したときにおける試験機器の無線部（電源は除く。）の回路への入力電圧の

変動が±1％以下であることが確認できた場合には、定格電圧のみにより試験を行うこととし、

電源電圧の変動幅が±10％以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となってお

り、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合には、

定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。 

 

３ 試験周波数と試験項目 

⑴ 試験機器の発射可能な周波数が３波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実施す

る。 

⑵ 試験機器の発射可能な周波数が４波以上の場合は、上中下の３波の周波数で全試験項目につ

いて試験を実施する。 

 

４ 予熱時間 

工事設計書に予熱時間が必要である旨が指示されている場合は、記載された予熱時間経過後、 

測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。 

 

５ 測定器の精度と較正等 

⑴ 測定器は較正されたものを使用する。 

⑵ 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。 

 

６ その他 

⑴ 本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む）のある設備に適用する。 

⑵ 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。 

ア 通信の相手方がない状態で電波を送信する機能 

イ 試験しようとする周波数を固定して送信する機能 

ウ 試験しようとする変調方式を固定して送信する機能 

 

二 温湿度試験 
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１ 測定系統図 

 
 

２ 試験機器の状態 

⑴ 規定の温湿度状態に設定して、試験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器

を非動作状態（電源ＯＦＦ）とする。 

⑵ 規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、試験機器の動作

確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。 

 

３ 測定操作手順 

⑴ 低温試験 

(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を低温（０℃、－10℃及び－20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定する。 

(イ)この状態で１時間放置する。 

(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。 

(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定し、許容

偏差内にあることを確認する。 

⑵ 高温試験 

(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を高温（40℃、50℃及び60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、かつ常湿に設

定する。 

(イ)この状態で１時間放置する。 

(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。 

(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。 

⑶ 湿度試験 

(ア)試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を35℃に、相対湿度95％又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。 

(イ)この状態で４時間放置する。 

(ウ)上記(イ)の時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないこ

とを確認した後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。 

(エ)「周波数の偏差」の試験項目に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する。 

 

４ その他の条件 

⑴ 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 

⑵ 常温（５℃～35℃）、常湿（45％～85％（相対湿度））の範囲内の環境下でのみ使用される

旨が工事設計書に記載されているも場合には本試験項目は行わない。 

試験装置 

温湿度試験槽（恒温槽） 

試験機器試験機器
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⑶ 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭

く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載され

ている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。 

⑷ 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、３⑴から⑶までの範囲に該当しないものは温湿

度試験を省略できる。 

⑸ 一筐体に収められていない無線装置（屋外設置部と屋内設置部に分離される等）であって、

かつそれぞれの装置の温湿度性能が異なる場合（周波数の偏差の測定に必要な場合に限る。）

は、それぞれの装置について個別に温湿度試験を実施するものとする。 

 

三 周波数の偏差 

１ 測定系統図 

 

 

接続器具は、各種導波管等である。 

 

２ 測定器の条件等 

⑴ 周波数計としては、一般にカウンタ又はスペクトル分析器（局部発振器がシンセサイザのも

の）を使用する。 

⑵ 周波数計の測定精度は、該当する周波数許容偏差より10倍以上高い値とする。 

 

３ 試験機器の状態 

⑴ 試験周波数に設定して、送信する。 

⑵ 変調は、無変調とする。 

 

４ 測定操作手順 

周波数計により、周波数を測定する。 

 

５ 試験結果の記載方法 

結果は、測定値をGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率 

（10-6）の単位で（＋）又は（－）の符号をつけて記載する。 

 

６ その他の条件 

⑴ 試験機器を無変調に設定できず、カウンタ又はスペクトル分析器で直接周波数を測定できな

い場合は、別項の占有周波数帯幅の測定において求めた「上限周波数」と「下限周波数」の平

均値（中心値）を周波数の測定値とする。ただし、掃引周波数幅の確度に注意すること。 

⑵ 占有周波数帯幅が大きく⑴の方法で十分な測定確度が得られない場合は、特徴的なスペクト

ラム（又は特徴的ディップ等）を観測して、スペクトル分析器の掃引周波数幅を狭くして、そ

のスペクトラムの周波数を測定する方法を用いる。 

 

四 占有周波数帯幅 

１ 測定系統図 

試験機器 
擬似負荷 
(減衰器) 

接続器具 

 
周波数計 
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接続器具は、各種導波管等である。 

 

２ 測定器の条件等 

⑴ スペクトル分析器の設定は次のようにする。 

 中心周波数 試験周波数 

 掃引周波数幅 占有周波数帯幅の許容値の２～3.5倍 

 分解能帯域幅 占有周波数帯幅の許容値の３％以下で、スペクトル分析器の設

定可能な値 

 ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の３倍程度 

（ただし、スペクトル分析器の設定可能な値） 

 Ｙ軸スケール 10dB／Div 

 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

 データ点数 400点以上 

 掃引時間 測定精度が保証される最小時間。ただし、バースト波の場合は

１サンプル当たり１バースト以上が入ること 

 掃引モード 単掃引 

 検波モード ポジティブピーク 

 

⑵ スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。 

 

３ 試験機器の状態 

⑴ 試験周波数に設定して送信する。 

⑵ 変調は、占有周波数帯幅が最大となるような信号によって行う。 

⑶ 伝送速度及び変調方式が複数ある場合には、技術基準で規定する区分毎に占有周波数帯幅が

最大となるように設定する。 

 

４ 測定操作手順 

 スペクトル分析器の設定を２⑴として掃引し、以下の手順による。 

⑴ データの取り込み 

掃引終了後、全データ点の値を配列変数に取り込む。 

⑵ 真数変換 

各データ点のdB値を電力の真数に変換する。 

⑶ 全電力の計算 

全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。 

⑷ 下限周波数の計算 

最低周波数のデータから順次上に電力加算を行い、この値が全電力の0.5％となる限界デー

タ点を求める。その限界点を周波数に変換して、「下限周波数」を求める。 

⑸ 上限周波数の計算 

最高周波数のデータから順次下に電力加算を行い、この値が全電力の0.5％となる限界デー

タ点を求める。その限界点を周波数に変換して、「上限周波数」を求める。 

試験機器 スペクトル 
分析器 

擬似負荷 
（減衰器） 

コンピュータ  変調信号

発生器 

 

接続器具 
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５ 試験結果の記載方法 

占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、MHz又はGHzの単位で 

記載する。 

 

五 スプリアス発射又は不要発射の強度 

別表第一の測定方法による。ただし、運用状態において無変調とならない場合は、スプリアス発

射の強度については試験を行わないこととする。 

 

六 空中線電力の偏差 

１ 測定系統図 

 

接続器具は、各種導波管等である。 

 

２ 測定器の条件等 

減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作を与える値とする。 

 

３ 試験機器の状態 

⑴ 試験周波数に設定して送信する。 

⑵ 電波型式ごとに変調をかける。 

⑶ バースト波の場合は、バースト周期を固定とする。 

 

４ 測定操作手順 

⑴ 高周波電力計の零調を行う。 

⑵ 送信する。 

⑶ 電波型式が複数ある場合には、電波型式毎に尖頭電力又は平均電力を測定する。バースト信

号の場合は繰返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり測定する。この場合、平均電力は

バースト波の時間率で除して測定値とする。 

 

５ 試験結果の記載方法 

結果は、空中線電力の絶対値をＷ単位で、定格（工事設計書に記載される）の空中線電力に対 

する偏差を（％）単位で（＋）又は（－）の符号をつけて記載する。 

 

七 副次的に発する電波等の限度 

１ 測定系統図 

 

接続器具は送受信分波器、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

試験機器 スペクトル 
分析器 

擬似負荷 
(減衰器) 

接続器具 

 
コンピュータ  

試験機器 擬似負荷

（減衰器） 
接続器具 変調信号

発生器 
高周波

電力計 
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⑴ 副次的に発する電波の探索時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。 

掃引周波数幅 副次発射の探索は、なるべく低い周波数（導波管のカットオフ周波数程 

度）からなるべく高い周波数までとする。 

 分解能帯域幅 １MHz 

 ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

 Ｙ軸スケール 10dB／Div 

 掃引時間     測定精度が保証される最小時間（注１） 

 データ点数 400点以上 

 掃引モード 単掃引 

 検波モード ポジティブピーク 

注１ バースト波の場合、掃引時間短縮のため「（掃引周波数幅（MHz）÷分解能帯域幅

（MHz））×バースト周期（s）」で求まる時間以上であれば掃引時間として設定し

てもよい。 

⑵ 副次的に発する電波の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は次のようにする。 

 中心周波数 探索された副次発射周波数 

 掃引周波数 ０Hz 

 分解能帯域幅 １MHz 

 ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

 Ｙ軸スケール 10dB／Div 

 掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

 データ点数 400点以上 

 掃引モード 単掃引 

 検波モード サンプル 

 

３ 試験機器の状態 

⑴ 試験周波数に設定する。 

⑵ 受信状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

⑴ スペクトル分析器の設定を２⑴として、掃引しスプリアスを探索する。 

⑵ 探索した結果が規格値以下の場合、探索値を測定値とする。 

⑶ 探索した結果が、規格値を超えた場合、スペクトル分析器の周波数の精度を高めるため、掃

引周波数幅を10MHz及び１MHzと順次狭くして、そのスプリアス周波数を正確に求める。次にス

ペクトル分析器の設定を上記２⑵とし、平均化処理を行って平均電力を測定する。 

 

５ 試験結果の記載方法 

⑴ ５μW以下の場合は最大の１波を周波数とともにμW単位で記載する。 

⑵ ５μWを超える場合はすべての測定値を周波数とともにμW単位で表示し、かつ電力の合計値

をμW単位で記載する。 


